
　「在宅介護支援センター」とは、在宅で介護の必要な方・寝たきりの方・認知症の方や一人暮ら

しで生活に不安のある方、及び介護しているご家族の為の高齢者総合相談窓口です。

　当在宅介護支援センターでは介護保険の対象の方、またそうでない方を問わず、相談・支援を

無料で行います。また個別に制度の仕組み（申請の手続きなど）やサービスの内容、料金等わか

りやすく説明いたします。

　もっとよく知りたい方は、お気軽にご相談下さい。

寝たきり高齢者に関すること

認知症高齢者に関すること

在宅介護の悩み

介護方法に関すること

福祉機器に関すること

医療 ・保健 ・福祉サービスの利用方法

例　お風呂に入りたい。 寝たきりを予防したい

例　介護の方法がわからない

例　何日か入所させてほしい

例　どうやって身体を動かせばいいかわからない

例　母にあったポータブルトイレを購入したい

例　どんなサービスをどう組み合わせればいいのかわからない

　　介護保険をご利用の方は居宅介護支援事業所にご相談ください

◇65 歳以上で要介護認定を受けた方、あるいは 40 歳～ 64 歳で特定疾病により要介護認定を受けた方

　は介護保険制度がご利用になれます。

◇介護保険制度のサービスを利用する際には、居宅サービス計画（ケアプラン）が必要です。
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